東京IT経営センターパートナービジネス覚書

　　株式会社 東京ＩＴ経営センサー（以下甲という）代表取締役 田中渉と、ビジネス活動を行う東京IT経営センター・パートナー（略称：TIMCパートナー、以下乙という）は、次のとおり覚書を締結する。
（目的）
第１条　甲ならびに乙は、一致協力して、主として企業経営者に対する「経営課題解決支援」、「IT経営の導入・推進支援」等を行い、地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
（名称と登録）
第２条　乙は甲の「東京IT経営センター・パートナー」の名称を掲げて、各種業務に当たることができる。
第３条　乙は甲またはパートナー間での受注斡旋案件および共同受注案件発生時およびTIMC-PasSのSaaS・ASPソリューションの企業への紹介・導入までには、当覚書を甲乙間で取り交わすものとする。SaaS・ASPソリューション品揃え、紹介料については、東京ＩＴ経営センターWebサイトのTIMCパートナー限定ページに記載される。
（ビジネス規定）
第４条　甲と乙が担当する業務を次のように分類する
A：案件紹介業務：受注につながる案件の紹介　
B：営業受注業務：営業ならびに受注に関する活動　
C：案件実行業務：案件リーダ、案件実行者、経営者とのコミュニケーション、折衝等
D：専門実行業務：専門知識を活かした技術活動、経営に関するコンサルタント、講師等
E：契約管理業務：契約・請求・支払の事務管理等
F：TIMC管理業務：経営事項に関する企画、総務、会計、調整等
（注）甲の契約元としてのリスク負担はC&Dの役割としての参画により対応する。
第５条　受注斡旋案件および共同受注案件の配分ルール・率は次の通り規定する。
報酬　案件のプロセスと配分率
	案件紹介料（A）
	営業受注費
（B）
	実行費
（C&D）
	契約管理費
（E）
	TIMC管理費
（F）

	5%
	20%
	65%
	5%
	5%


　　　注１：Ｃ＆Ｄの分配については、案件リーダが案を作成し、メンバーと協議するものとする。
　　　注２：案件紹介料および営業受注費は、案件契約毎とし、その限度は月額換算6ヶ月分
相当とする。
第６条　乙の年間売上目標・実績を甲乙は共有し目標達成策を協議するものとする。　　　
（倫理規定）
第７条　乙は業務にあたって別紙ＩＴコーディネータ倫理規定に従うものとする。
　　　　　　　　　　
　以上の通り甲乙合意したので署名捺印し、各一通それぞれが保有するものとする。
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（別紙）　　　　　　　　　ＩＴコーディネータ倫理規定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  平成13年10月15日制定　
                                                                       特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会  
（前文） この倫理規程は、ITコーディネータ業務に携わるITコーディネータが遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。        

（使命）        
第1条   ITコーディネータは、その専門的知識と経験に基づき、常に経営者の立場に立って経営とITの橋渡しを行い、各種団体・法人等 の依頼者（以下、顧客という）の戦略的情報化を支援し、もって公益に資するとともに健全な情報化社会の発展に寄与することを使命とする。       

（法の遵守及び社会的信頼の保持）        

第2条   ITコーディネータは、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。 

2.  ITコーディネータは、顧客の違法行為または反社会的行為を幇助するようなことを行ってはならない。        

（知的所有権の保護）       
第3条   ITコーディネータは、その業務の実践に際して、知的所有権の保護に努めなければならない。また、プロダクトの不正利用、アイディアや著作の無断引用並びに利用などを行ってはならない。     

（公正の堅持）       

第4条   ITコーディネータは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。 

2.  ITコーディネータは、業務を受託するにあたり、自己の立場・役割、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって成し遂げなければならない。        

（調達の公明性）       

第5条    ITコーディネータは、調達を行うに際して顧客からの要請があった場合には、自らの判断根拠を明示し、了解を得なければならない。また、それ以外のプロセスについてもその判断根拠を明示するように努めなければならない。        

（ITコーディネータ制度普及の努力）      
6条   ITコーディネータは、自らのITコーディネータとしての業務成果について積極的な情報開示に努め、ITコーディネータ制度の健全な発展と社会への浸透に努めなければならない。但し、第8条守秘義務を遵守するものとする。      

（自己研鑽）        

第7条   ITコーディネータは、常にITコーディネータ業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。     

（守秘義務）        

第8条   ITコーディネータは、正当な理由による場合のほか業務の遂行に伴い知り得た情報を他に漏洩し、または盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。 

2.  ITコーディネータは、業務プロセスおよびその成果を研究または教育上の目的で発表するときは、予めその顧客の承諾を得なければならない。    

（名誉と信義）        

第9条   ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。     

（罰則の適用）     

第10条   協会は、ITコーディネータが本倫理規程に違反した場合には、倫理委員会の裁定により、戒告あるいは二年以内の期間を定めてITコーディネータの名称を使用した業務の停止、あるいはITコーディネータ認定資格の登録の取り消しなどを命ずることができる。   

（規程の改廃）     

第11条    この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 
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